
Ⅰ．組織、基本財産及び賛助会費など 

 

１．組織 

平成２１年３月３１日現在における本財団の組織は、次の組織図に示すよう

に事務局、３室及び３本部によって構成されている。 

 

[組織図] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年３月３１日現在の役員（常勤）数は４名、職員（常勤嘱託を含

む）数は事務局３名、広報室６名、計画本部２０名、導入促進本部４名、水力

本部１９名の計５２名である。 
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２．基本財産など 

平成２１年３月３１日現在における基本財産は、１，３３１，９６０千円で

ある。 

平成２１年３月３１日現在における特定資産は、１，１７９，７４７千円で

ある。 

 

３．賛助会費 

平成２０年度中に受け入れた賛助会費は、１３８，０５０千円である。 

 

４．登記事項 

平成２０年度に行った当財団の登記は、資産総額の変更（資産の総額３，６

７９，３１８，６６４ 円（平成２０年３月３１日現在））及び役員の変更に

ついてそれぞれ行った。 

 

Ⅱ．理事会及び新エネルギー産業会議の運営 

 

１．理事会 

第６０回理事会は、平成２０年６月１９日開催し、平成１９年度事業報告書、

財務諸表、収支計算書ほかについて議決した。 

第６１回理事会は、平成２０年１０月１７日開催し、顧問の推薦について議

決した。 

第６２回理事会は、平成２１年３月１７日開催し、寄附行為の変更、平成２

１年度事業計画書、収支予算書ほかについて議決した。     

 

２．新エネルギー産業会議 

第２７回新エネルギー産業会議は、平成２１年３月１７日開催し、新エネル

ギー産業会議の提言、平成２１年度新エネルギー産業会議の活動方針、寄附行

為の変更並びに平成２１年度事業計画書及び収支予算書について議決した。 

 

Ⅲ．事業実施状況 

平成２０年度に実施した事業内容は、次のとおりである。 

 

 

 

  



［広報室］ 

 

  広報室においては、新エネルギーの導入促進を目的として、国民一般の新エネル

ギーに対する関心を高め、国民自らこれに取り組むよう各種展示会・シンポジウム

の開催、パンフレットの作成･配布、ホームページなどによる情報提供を幅広く展開

した。また、現在注目されている「グリーンエネルギー(グリーン電力、グリーン

熱)」の理解促進・利用拡大を目的に新たな組織の創設や全国でのセミナー等の開催

を実施した。 

 

 １．普及・啓発事業（一般事業） 

 

（１）財団ホームページによる情報提供事業  

各新エネルギーの解説、新エネパンフレット、広報イベント情報、子供向け

コンテンツ「ＮＥＦ  ＫＩＤＳ」、新エネルギー財団情報，関係先へのリンク

などを発信した。 

      ・アクセス人数：約３９,０００人/月 

 

（２）新エネルギーパートナーシップ（ＮＥＰＳ） 

  新エネルギーに関心のある方の会員組織を運営。新エネルギーへの「関心」

を「行動」につなげるための効果的な情報“交流”活動を展開した。 

・会員数：約２,３００人（平成２１年３月末） 

 

（３）グリーン･エネルギー･クリスマスフェスタの実施 

グリーンエネルギーの利用拡大を目的に、｢グリーン･クリスマス･フェスタ｣

と銘打って、全国約４０箇所のランドマーク・商業施設等のクリスマスライト

アップ電力のグリーン電力化や平成２０年１２月１２日に東京恵比寿において、

グリーンクリスマス・シンポジウム(トーク＆ライブ)を開催し、約２,０００人

が参加した。 

 

（４）新エネルギー広報支援事業 

秋田県、埼玉県、岡山県、厚木市等の自治体や企業・団体依頼を受け、新エ

ネルギー普及拡大を目的に開催するイベント等に、財団が所有する新エネルギ

  



ー関係模型を貸与した。 

  

 

２．新エネルギー等設備導入促進指導事業 （新エネルギー理解促進事業） （受託

事業－経済産業省） 

  

（１）パンフレット、ポスターの作成・配布 

パンフレット２種類、ポスター１種類を作成し、全国の関係箇所に送付する

と共に展示会等で配布・掲出した。 

・一般国民向けパンフレット｢わかる新エネルギー｣：25,000部 

・事業者向けパンフレット｢明日のためにいま、新エネルギー｣:25,000部 

・啓発ポスター｢自然の力は地球に優しい新エネルギー｣：5,000部 

 

（２）新エネルギー教室の開催 

教育機関(小学校、中学校)の児童・生徒に対し、新エネルギー等の理解の醸

成を図るため新エネルギー教室をのべ１２１日開催した。新エネルギー教室は、

１回当たりの実施時間を２時間とし、小学校の講師には若手漫才師を、中学校

の講師には大学教授を採用した。また、テキストとして｢みんなで学ぼう考えよ

う新エネルギー｣を制作し、新エネルギー教室実施時に児童・生徒に配布した。 

【実施日数及び参加人数】 

 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄 合計 

小学校 １４ １２ ２２ １３ １２ ７ ８ １１ ３ １０２

中学校 １ １ ６ １ ２ ４ ０ ４ ０ １９ 

合 計 １５ １３ ２８ １４ １４ １１ ８ １５ ３ １２１

人数 1,912 1,282 2,809 1,821 1,911 1,126 1,059 1,646 650 14,216

（注：地域名は経済産業局の管轄地域である） 

（３）新エネルギー(グリーンエネルギー)の利用拡大 

企業や行政機関等からなるグリーン・エネルギー・パートナーシップ(会長：

ソニー株式会社代表執行役社長 中鉢 良治)を設立し、設立総会を平成２０年６

月３０日(月)第一ホテル東京にて開催した。 

一般向けのグリーンエネルギーリーフレット日本語版４８,０００部、英語

版：２,０００部及びパネル(Ａ２サイズ)を作成した。 

北海道札幌市の札幌ドームで平成２０年６月１９日(木)～２１日(土)の３日間

  



開催された「北海道洞爺湖サミット環境総合展２００８」に出展し、約   

３,０００人の参加者があった。 

次世代エネルギーパークパンフレット日本語版２０,０００部、英語版    

７,０００部を作成した。 

 

（４）新エネルギー情報交流事業 

グリーンエネルギーに係るポータルサイトの構築等を行った。 

 

３．新エネルギー等設備導入促進指導事業   （新エネルギー等導入普及事業） 

（受託事業－経済産業省） 

 

（１）一般国民に対する新エネルギー等の導入指導の推進 

広く一般国民を対象に、新エネルギー等に対する認識を深め、導入促進につ

なげるため、様々な手法により事業を実施した。 

 

①グリーンエネルギー促進ウィーク 

洞爺湖サミット開催期間に合わせ、札幌テレビ塔・東京タワー・通天閣に

おいて、使用する電力をグリーン電力化し、併せてタワーロビー等でグリー

ン電力を紹介する等の事業を行った。 

 

②フリーペーパーによる広告 

首都圏の１都３県で６０万部発刊されているフリーペーパー「Ｒ２５」に

１ページ広告を、１２月にシリーズの形式で連続３回掲載した。 

 

③大規模商業施設(イオンショッピングセンター)での展示会開催 

全国のイオンショッピングセンター１０箇所において、一般の人々を対象

に、新エネルギーＰＲイベントを開催し、約２３,０００人が参加した。 

 

④「地球環境とエネルギーの調和展(ＥＮＥＸ展)」への出展 

ＥＮＥＸ展（東京会場及び大阪会場）において、新エネルギー及びグリーンエ

ネルギーの紹介を実施し、約５,５００人が参加した。 

 

⑤Ｇ８エネルギー大臣会合での展示 

  



平成２０年６月７日(土)、８日(日)に青森県青森市(ホテル青森)にて開催

されたＧ８エネルギー大臣会合において、新エネルギーの紹介展示を実施し

た。 

⑥地方展示会(四国経済産業局管内、九州経済産業局管内)への出展 

エネ博（四国経済産業局管内）、エコテクノ（九州経済産業局管内）にお

いて、新エネルギーの紹介を実施し、約３,５００人が参加した。 

 

（２）新エネルギー等に係る情報提供及び導入普及の推進 

バイオ燃料等新エネルギーやグリーン電力証書等に関し、事業者、地方公共

団体、一般国民に対し、広く情報提供を行ため、セミナーを全国５箇所におい

て開催した。 

 

①グリーンエネルギー利用拡大セミナーの開催 

グリーンエネルギーに関心のある人々を対象にセミナーを開催し、約９００

人が参加した。 

 

②バイオマスエネルギー利用拡大セミナーの開催 

バイオマスエネルギーに関心のある人々を対象にセミナーを東京及び広島の

２箇所において開催し、約３００人が参加した。 

 

③地域でのバイオマス利活用に関する調査の実施 

長野県茅野市において、地域でのバイオマス利活用に関する調査を実施し、

調査結果についてセミナー(東京会場)で報告した。 

 

 

 

 

 

 

  



［地熱調査室］  

 

１．提言、情報収集及び調査研究（一般事業） 

（１）地熱エネルギー委員会の運営及び政策提言 

資源エネルギー庁が設置した地熱発電に関する研究会に積極的に協力す

るとともに、地熱開発利用に関する問題点の抽出、導入促進に対する方

策などを調査・整理し、策定した[地熱エネルギーの開発・利用推進に関

する提言](平成21年3月)を、経済産業省をはじめ政府関係省庁、都道府

県ならびに関係機関・団体等に説明・配布した。 

 

（２）地熱開発利用に係る情報収集・整理 

地熱の直接利用や地中熱利用を促進する目的で実施してきたデータベー

スについて、データを更新するために原則２年に１度実施している熱的

情報等を収集する本アンケート調査に備え、関係する２４１市町村に対

して該当設備と事業者の紹介を依頼する予備アンケート調査を実施した。 

 

２．普及・啓発事業（一般事業） 

地熱開発利用講演会の開催 

地熱開発利用に関わる従事者などを対象にして、「温泉発電の最前線」及び

「開発途上国における地熱発電開発マスタープラン」の２つのテーマについて講演   

会を開催し、情報交換や意見交換を行った。 

実施日 ： 平成２１年３月１３日（金） 

テーマ数： ２テーマ 

参加者数： 39名 

 

 

 

 

 

 

 

  



［計画本部］ 
１．提言、情報の収集及び調査研究（一般事業） 
 

（１）新エネルギー産業会議の運営及び政策提言 

前年度に新エネルギー産業会議として取りまとめた「燃料電池の導入促進に

関する提言」「風力発電システムの導入促進に関する提言」「廃棄物発電システ

ムの導入促進に関する提言」「バイオマスエネルギーの利活用に関する提言」に

ついて、今年度初めに経済産業省をはじめ政府中央省庁並びに関係機関などに説

明、配布するとともに、新エネルギー産業会議（企画委員会、燃料電池委員会、

石炭エネルギー委員会、風力委員会、廃棄物発電委員会及びバイオマス委員会）

を開催し、前記各提言に係るフォローアップ及び新エネルギーの開発・導入に係

る調査研究を実施した。 

各委員会の開催実績 

開催実績 委員数 開催実績 委員数

企画委員会 １回 １４名 太陽ｴﾈﾙｷﾞｰ委員会 計１２回

燃料電池委員会 計４回 委員会 3回

委員会 1回 幹事会 3回

幹事会 1回 分科会 ６回

作業会 ２回 地域ｴﾈﾙｷﾞｰ委員会 計８回

石炭ｴﾈﾙｷﾞｰ委員会 計１回 １７名 委員会 ３回

委員会 1回 幹事会 ２回

幹事会 ０回 作業会 ３回

風力委員会 計１２回 水力委員会 計５回

委員会 3回 委員会 １回

幹事会 0回 作業会 ４回

分科会 9回 地熱委員会 計７回

廃棄物発電委員会 計５回 委員会 ３回

委員会 2回 幹事会 ４回

分科会 3回

バイオマス委員会 計3回

委員会 ３回

作業会 ０回

9名

２４名

１９名

１４名

開催実績合計　　　５８回

委員会 委員会

２３名

２９名

２８名

１２名

 

  



２．人材育成・研修事業（一般事業） 

新エネルギー人材育成研修会を下記の通り実施した。 

事業化支援コース（実施場所：東京 定員：５０名） 

木質バイオマスコース（実施場所：東京 定員：５０名） 

バイオガスコース（実施場所：東京 定員：５０名） 

バイオ燃料コース（実施場所：東京 定員：５０名） 

風力コース（実施場所：東京 定員：５０名） 

   

３．新エネルギー導入促進・振興（受託事業－経済産業省） 

 

（１）新エネ大賞表彰制度 

前年度に引き続き、新エネルギー機器及びその導入事例などのうち優れたも

のを表彰する「新エネ大賞」を実施した。学識経験者などからなる審査委員会

での選考を経て、以下の９件が表彰された。受賞事例については、新エネルギ

ーシンポジュームでの表彰式や東京及び大阪で開催された省エネルギー・新エ

ネルギー総合展示会（ＥＮＥＸ２００９）においてパネル、模型などの展示を

行った。 

経済産業大臣賞：木質バイオマス（導入） 

資源エネルギー庁長官賞：汚泥炭化事業（導入）／グリーン電力証書と森林保

全活動（グリーンエネルギー） 

新エネルギー財団会長賞:ＣＯ2オフ住宅（製品）／風力発電（導入）／雪山セ

ンタープロジェクト(導入)／旅から始まるカーボンオフセット（グリーンエネ

ルギー） 

審査委員長特別賞：環境教育、普及啓発活動(普及啓発) 

 

４．燃料電池導入促進のための事業（ＮＥＤＯ助成事業） 

 

（１）定置用燃料電池大規模実証事業 

本事業は、我が国の定置用燃料電池システム初期市場創出段階における民間

技術レベル及び問題点を把握し、今後の燃料電池技術開発の開発課題を抽出す

るこ とを目的とし、家庭用１ｋＷクラスの固体高分子形燃料電池システムを

大規模かつ広域的に設置し、一般家庭等の実際の使用状態における実測デー

タの取得分析を行うものである。平成１７年度からの実施で、実際の家庭等

  



に設置し、運転試験を行う実施者（エネルギー供給事業者）に対して助成して

いる。 

平成２０年度は、事業４年度目として新規設置の１１２０台に対し助成金交

付を行い、取得データ分析等を行った。 

本年度の成果については、平成２１年３月に開催した「平成２０年度定置用燃

料電池大規模実証事業報告会」において、平成１７年度からの４ヵ年の成果を

総括して一次エネルギー削減効果やＣＯ２削減効果などの報告を行った。 

この成果を基盤として、家庭用１ｋＷクラス固体高分子形燃料電池システムは

平成２１年度から「エネファーム」の名称で商品販売されることになった。 

 

（２）固体酸化物形燃料電池実証研究事業 

我が国の固体酸化物形燃料電池システムの最新技術レベルを把握し、今後の

燃料電池技術開発の開発課題を抽出することを目的として、家庭用等の小規模

な固体酸化物形燃料電池システムを広域的に実際の家庭等に設置し、実環境下

での実証データを取得・分析を行うものであり、平成１９年度から実施してい

る。 

事業初年度の２９台に引き続き、２年度目の平成２０年度は３６台の新規設

置システムに対し助成を行い、現在データ取得を行っている。 

本年度の成果については、平成２１年３月に開催した「平成２０年度固体酸化

物形燃料電池実証研究成果報告会」において、実環境下で高い発電効率データ

が得られている、１９年度設置機では１年以上の運転実績を示している等の実

績に関する報告を行った。 

 

５．アジア・バイオマスエネルギー協力推進事業（補助事業―経済産業省） 

アジア諸国におけるバイオマスエネルギーの導入促進を支援するために以下の

事業を行なった。 

 

（１）アジア・バイオマスエネルギー研究者受入事業 

公募によって選んだ東アジア各国のバイオマスエネルギー研究者１９名を招

聘し、我が国の代表的なバイオマス関連の研究機関である（独）産業技術総合

研究所において共同研究を実施した。これにより東アジア諸国におけるバイオ

マスエネルギー導入促進を支援すると共に、我が国と各国の間でバイオマスエ

ネルギー研究についての関係を構築した。 

  



 

（２）我が国のバイオマス研究機関等データベースの充実と改善 

平成１９年度に作成した我が国のバイオマス研究機関等データベースについ

て、第2ステップとして、データの更新と追加等を行ない一層の充実を図り、国

内及びアジア各国との情報交換や研究協力、人材研修に関する情報交換や支援

の検討に利用する環境を整えた。 

 

（３）主要国の情報収集（海外調査） 

我が国の東アジア各国に対するバイオマスエネルギーの研究協力・人材研修

等のニーズ等を把握するために、東アジア各国のバイオマスエネルギーの導入

状況、研究内容、国の施策等の情報を網羅する「東アジア諸国におけるバイオ

燃料に関するデータベース」の作成に対する支援を行った。 

 

（４）情報発信インターネットウェブサイトの設置 

バイオマスエネルギーの国際協力を促進するために、アジアのバイオマスエ

ネルギーについての情報ウェブサイト「アジアバイオマスオフィス」を作成し、

国内外に向けてバイオマスエネルギーに関する事業紹介、最新ニュース等の情

報発信を行った。 

 

（５）セミナー等の開催 

バイオマスエネルギーに関連した海外との研究や導入状況に関する情報発信、

国際協力推進のため、民間企業、研究機関等関係団体に向けたセミナー、ワー

クショップ等を開催した。 

 

６．燃料電池実用化推進協議会の運営支援事業（一般事業） 

燃料電池の実用化･普及のため設立された燃料電池実用化推進協議会の円滑かつ

効率的な運営を図るため、事務局として支援業務を行った。 

 

 

 

 

 

 

  



[ 導入促進本部 ] 

 

１．提言、情報収集及び調査研究（一般事業） 

 

（１）太陽エネルギー委員会の運営及び政策提言 

太陽エネルギー委員会では、太陽光発電を取り巻く国内外の情勢を整理し、

太陽光発電の更なる導入を目的として、政策提言を取りまとめた。 

今年度は、これまでの日本の太陽光発電の施策のなかでも、大きく変化のあ

った年といえる。平成20年6月に発表された「低炭素社会・日本をめざして」と

題する「福田ビジョン」を受けて、同年7月に政府の地球温暖化対策推進本部が

「低炭素社会づくり行動計画」を閣議決定し、また、これと前後して、総合資

源エネルギー調査会・新エネルギー部会で「緊急提言・新エネルギー政策の新

たな方向性－新エネルギーモデル国家の構築に向けて－」が取りまとめられて

いる。このような中、①グリーン電力の活用によるＰＶ普及拡大策、②集合住

宅、公共・産業用及び大規模太陽光発電システムの普及拡大策、③太陽電池産

業の育成と産業強化策、④これまでの提言に関する評価からなる「太陽エネル

ギーの普及促進に関する提言」（平成21年3月）を策定し、経済産業省をはじめ

政府関係省庁、都道府県並びに関係機関・団体等に説明、配布した。 

 

（２）地域エネルギー委員会の運営 

   地域エネルギー委員会では、地方自治体への新エネルギー導入促進が重要と

考え、昨年度はエネルギーの分散、温暖化防止対策並びに地産地消に基づく地

場産業の育成の観点から提言を取りまとめた。 

また、CO2排出削減効果やエネルギー需要安定、地域特性に応じた新エネルギ

ー利用拡大が必要であり、その先導役として地方自治体の果たす役割は益々大

きくなっている。 

このような観点から今年度は、地方自治体が実施している独自の施策の把握

のために都道府県及び政令指定都市に対して書面調査を実施し、報告書として

とりまとめた。 

 

（３）住宅用太陽光発電システム導入状況調査 

住宅用太陽光発電システムに対する地方自治体の支援状況把握及び同システ

  



ムの各地域における導入状況や価格動向に関する情報の収集を行い、関係自治

体、関係業界及び関係団体等について配布するとともに、当財団のホームペー

ジにも掲載した。なお、本事業は、新エネルギー導入促進協議会の発足に伴い、

平成２１年２月から同協議会に業務を移管した。 

 

① 住宅用太陽光発電システム支援事業を実施している自治体調査 

平成２０年度住宅用太陽光発電システム支援事業を実施している自治体は 

３０９自治体であった。内訳は、平成１９年度から継続している自治体が  

２８０自治体（約９１％）、新たに支援を始めた自治体が２９自治体（約

９％）であった。 

 

② 住宅用太陽光発電システム導入状況 

ＪＰＥＡから提供があった第２四半期までの平成２０年度販売件数は、  

２７，０２０件であった。 

 

③ 余剰電力購入実績データ集約 

電力１０社より半期に一度、余剰電力購入実績を入手・集約し、当財団のホ

ームページに掲載した。２０年度上期で件数は４２８，３５９件、容量は  

１，５９９，４２４kWとなった。 

 

 

２．導入促進事業（助成事業―NEDO） 

 

（１）太陽光発電新技術等フィールドテスト事業 

分散型電源である１０kＷ以上の中規模太陽光発電システムの更なる導入を促

進することを目的とし、平成１９年度からNEDO研究助成事業として太陽光発電新

技術等フィールドテスト事業（効率向上追求型、太陽電池モジュール出力容量１

０kＷ以上）を実施した。 

平成２０年度における交付決定件数及び交付決定額は以下のとおりである。 

 

 

交付決定件数 交付決定金額（千円） 

１９ ６１４,４７６ 

  



（２）太陽光発電新技術等フィールドテスト事業に関するデータ収集補助業務（請

負事業－ＮＥＤＯ） 

太陽光発電新技術フィールドテスト事業は、設置後４年間の実証研究を通じ

得られた成果を分析・整理し民間企業等に積極的に情報発信を行うことで、新

エネルギー技術関連の性能向上や低コスト化を加速して、その普及促進を図る

ために、本事業により得られた各種データを集約し、太陽光発電設備システム

を導入する事業者への有効な資料及び情報を提供することを目的としている。 

本事業を遂行する中で発生する事故等に対して必要な事故対応，保険対応を

迅速に行うと共に、共同研究者の保険種類や実施計画変更情報を把握し円滑な

データの収集に寄与するために、平成２０年度にＮＥＤＯから太陽光発電新技

術等フィールドテスト事業に関するデータ収集補助業務を受託し、当財団が平

成１７，１８年度の太陽光発電新技術等フィールドテスト事業で採択した  

８６２件（平成17年度：406件，平成18年度：456件）の共同研究者に対し、デ

ータ収集、システム動作を確認等の業務を行った。 

 

３．太陽光発電システムの財産処分フォロー業務（一般事業） 

  国の補助事業である住宅用太陽光発電導入促進事業を利用して設置した太陽光

発電システムの売却、廃棄、譲渡、移設等の財産処分について、補助事業者から

提出された処分承認申請書類の受理、審査及び補助事業者への処分承認通知等の

業務を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



［水力本部］ 

 
１．提言、情報収集及び調査研究（一般事業） 

 

（１）水力委員会の運営及び政策提言 

水力委員会においては、「低炭素社会に貢献する水力発電の開発促進と既設

水力の有効活用に向けた提言」を提言テーマとして調査・検討を行い、平成２

１年３月に提言を行った。 

 

（２）情報の収集及び提供 

① 「中小水力発電の新技術の手引」の改訂 

中小水力発電のコストダウンに資する技術開発の成果を収めた「中小水力

発電の新技術の手引」（平成５年１月）について、その後の調査、検討の成

果の取り込み、並びに収集した情報の提供方法について検討を行った。 

「中小水力発電の新技術の手引」を電子データ（ＰＤＦ）化し、至近年の

調査・検討の成果とともにホームページ掲載による情報提供を行った。今後、

必要に応じて改訂の検討を実施する。 

 

② 「水力開発ガイドマニュアル」の頒布 

発展途上国の水力開発に資するための調査・計画・設計・施工・運転保

守・経済評価にかかる「水力開発ガイドマニュアル（日本語版、英語版）」

の頒布を行った。 

 

③ 「中小水力発電ガイドブック」の頒布 

中小水力開発利用の意義、発電計画の策定、水力開発に伴う諸手続きの概

要及び水力開発に関する助成制度などを編集した「中小水力発電ガイドブッ

ク」は、昭和５８年に初版を発行した。それ以降、電気事業法の改正などに

伴う大幅な改訂を行い、平成２０年５月には新訂５版第５刷を刊行し、継続

して頒布を行っている。 

 

（３）一般市販管の水圧管路技術基準（仮称）の普及に向けた取り組み 

 

国からの受託により平成１８年度までに実施した、｢水力資源有効活用技術開

発調査｣において検討したコストダウン方策のうち、一般市販管の採用について

実用化に向けた検討を行った。 

民間規格（ＪＥＡＣ）化の後、「発電用水力設備の技術基準の解釈」へ引用

  



することを目指して、関係機関と協議を行った結果、日本電気協会を事務局と

して民間規格化を検討することとなった。当財団からは日本電気協会から委員

委嘱を受け平成２０年３月からＷＧ委員として継続参加している。平成２１年

度中の民間規格化を目指している。 

 

２．人材育成・研修事業（一般事業） 

 

（１）中小水力発電技術に関する実務研修会の開催 

中小水力発電政策および中小水力開発に関する諸法規などについて啓蒙普及

を行うほか、中小水力発電所建設・改造工事についての報告および新技術につ

いての紹介を行うなど、技術者の技術向上に資するための実務研修会を、東京

で３回開催した。 

 

（２）水力発電に関する基礎研修会の開催 

中小水力発電技術の高度化および技術の継承の必要性にかんがみ、主に公営

電気事業者を対象として、人材を育成し、水力開発の効率的な推進を図るため、

水力発電技術にかかる計画、調査、運営および保守などに関する基礎研修会を、

東京で２回開催した。 

 

３．中小水力開発促進指導事業基礎調査（受託事業－経済産業省） 

中小水力開発促進指導事業基礎調査は、次の項目について調査研究を行った。 

 

（１）未開発地点開発促進対策調査 

わが国の水力発電の開発は、既に経済性に優れた地点は開発し尽くされてお

り、開発地点の奥地化、小規模化による建設コスト高や電力自由化の範囲拡大、

河川環境保全対策への要望などから水力開発が円滑に進展していないのが現状

である。 

一方、総合資源エネルギー調査会需給部会「２０３０年のエネルギー需給展

望」において、水力発電は純国産のクリーンエネルギーとして、地域環境への

影響を配慮しつつ、経済性の向上・開発リスクの低減を図りながら、開発・導

入を促進すべきとしている。 

本調査は、この様な状況を踏まえ、水力発電の積極的な開発促進を図るため

に実施しているものである。 

調査内容としては、自然・社会環境の面で開発に対する制約の少ない地点な

どの開発可能性が高いと考えられる地点について、調査を行い、その結果を指

導事業に結びつけることにより、開発の実現をめざすものである。 

今年度は、次表に示すように６地点の調査を行った。 

  



［調査地点］ 

地 点 名 水 系 河川名 想定事業者名 

胆沢
い さ わ

第四 北上川 胆沢川 岩手県企業局 

三保
み ほ

ダム 酒匂川 河内川 神奈川県企業庁 

深
ふか

城
しろ

ダム 相模川 葛野川 山梨県企業局 

浦
うら

   川
かわ

姫川 浦川 東京電力㈱ 

畑
はた

  寺
でら

仁淀川 割石川 愛媛県公営企業管理局 

根
ね

   占
じめ

大川 大川 九州電力㈱ 

 

 

（２）未利用落差発電包蔵水力調査 

これまで行われてきた未開発地点調査に加え、今後増加が見込まれるダムや

水路などの既設構造物の未利用落差を利用した発電方式の調査を行い、水力開

発候補地点の拡大を図るものである。 

今年度は、平成１１年度より実施している本調査について総合評価を実施し

て取りまとめ、未利用落差発電の包蔵水力を確定した。 

 

（３）ハイドロバレー計画開発促進調査 

水力エネルギーの賦存する地方公共団体などにおいて、自家消費を基本とす

る水力発電所を核にした産業をおこし、水力エネルギーの有効利用と地域の活

性化を図ることを目的に、水資源の豊富な地域において有望地点の調査を実施

した。 

今年度は、次表に示すように２０地点の調査を行った。 

  



［調査地点］ 

地 点 名 水 系 河川名 想定事業者名 

利尻
り し り

島
とう

姫
ひめ

沼
ぬま

－ オモベツ川 北海道利尻富士町 

長坂
ながさか

急流工
きゅうりゅうこう

阿賀野川 長瀬川 猪苗代町土地改良区 

折
おり

 戸
と

那珂川 蛇尾川 那須野ヶ原土地改良区連合 

第一分
だいいちぶん

水
すい

那珂川 那珂川 那須野ヶ原土地改良区連合 

大
おお

 前
まえ

利根川 高羽根沢川 群馬県嬬恋村 

鎌
かん

 原
ばら

（湧水利用）（湧水利用） 群馬県嬬恋村 

小野上
お の が み

(湧水利用) (湧水利用) 群馬県渋川市 

荒川
あらかわ

終末
しゅうまつ

処理場
しょりじょう

(下水道利用) (下水道利用) 埼玉県都市整備部 

葛西
か さ い

給水所
きゅうすいじょ

(上水道利用) (上水道利用) 東京都水道局 

有明
ありあけ

給水所
きゅうすいじょ

(上水道利用) (上水道利用) 東京都水道局 

玉川
たまがわ

給水所
きゅうすいじょ

(上水道利用) (上水道利用) 東京都水道局 

青山水源事務所 相模川 道志川 横浜市水道局 

三
み

ツ
つ

俣
また

矢代川 万代川 新潟県妙高市 

奥
おく

裾
すそ

花
はな

観光
かんこう

ｾﾝﾀｰ 信濃川 元池沢 長野県長野市 

扇子田
せ ん す だ

公園
こうえん

信濃川 梓川 長野県波田町 

波田堰
は た せ ぎ

信濃川 梓川 長野県波田町 

萱
かや

背
せ

ダム 郡川 郡川 長崎県土木部 

坂口
さかぐち

浄水場
じょうすいじょう

郡川 郡川 長崎県大村市 

一
いっ

勝地
しょうち

球磨川 芋川 熊本県球磨村 

大湾
おおわん

減圧
げんあつ

弁
べん

(上水道利用) (上水道利用) 沖縄県企業局 

 

 

 

 

 

 

 

  



４．水力開発国際協力の推進（受託事業－経済産業省） 

 

（１）水力開発技術情報収集調査 

当財団は経済産業省から国際エネルギー機関（ＩＥＡ）「水力技術と計画に

係る実施協定（ＩＥＡ水力実施協定）」（平成６年１０月発効）での日本代表

（実施機関）として指名されており、諸活動に参加している。 

今年度は、平成１７年度から始められている小水力発電の技術調査に引き続

き参加し、小水力発電の開発促進に係わる社会・環境的及び技術的事項につい

て調査を行うとともに、新たに水力発電と環境分野の活動に参加し調査・検討

を行った。 

 

５．導入・普及促進事業 

 

（１）中小水力開発促進指導事業（補助事業－経済産業省） 

卸供給事業者および自家用発電設置者における中小水力の開発事業者の育成

強化を図るため、近く開発が見込まれる水力開発計画について、技術的、経営

的課題に関する指導事業を次表の地点について実施した。 

 

地 点 名 事 業 者 水系名 最大出力(kW) 事業内容 

町川 長野県大町市 信濃川 １４０ 実施設計 

川井浄水場 神奈川県横浜市 相模川 ２７０ 実施設計 

須走 静岡県小山町 篭坂ﾄﾝﾈﾙ湧水 １５０ 実施設計 

 

 

 

６．中小水力発電事業普及促進利子補給事業（地域エネルギー開発利用発電事業普

及促進利子補給事業）（補助事業―経済産業省） 

中小水力の開発促進を図るため、水力発電施設の設置または改造を行った公

営電気事業者などに対して、昭和６０年度から利子補給事業を実施している。 

今年度における事業の内容は、次のとおりである。 

 

① 利子補給のための基金造成（国庫補助金）を行った発電所はなかった。 

 

② 利子補給を行った発電所数は、上期９発電所、下期９発電所で、その利子補

給金の総額は、１億８千万円である。 

 

  


